
介護保険 

 

介護保険制度／介護保険料／介護保険サービスの利用／介護サービス費の給付／地域支

援事業の介護予防サービス 

 

■介護保険制度■…健康福祉課介護保険係 内線 145・146 

 

介護保険制度は、４０歳以上の方（被保険者）の納める保険料と国・道・町

からの公費負担、医療保険からの負担を財源として、高齢者が、介護や支援を

必要とするときに、住み慣れた地域や家庭で、本人や家族の希望を尊重した介

護サービスが受けながら、誰もが安心して生活できるよう社会全体で介護を支

える制度です。 

 

 ◆介護保険への加入 

４０歳以上の方が加入者です。加入に特別な手続きは必要ありません 

 

◆被保険者 

 ●６５歳以上の方（第１号被保険者） 

要介護（要支援）状態と認定された方が費用の一部（原則として１割負

担）を支払って、介護（支援）サービスを利用することができます。 

 ●４０歳～６５歳未満の方（第２号被保険者） 

特定疾病を原因として、要介護（要支援）状態と認定された場合に介護

（支援）サービスを利用することができます。 

 

◆被保険者証 

第１号被保険者は全員交付します。新たに６５歳の誕生日を迎える方には、

誕生月に被保険者証を送付します。 

なお、第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の方）は、要介護認定を受

けた場合や交付申請があった場合のみ交付します。 

 

 

■介護保険料■…健康福祉課介護保険係 内線 145・146 

保険料は、居住する市町村の介護サービスの水準に応じて基準額が定めら

れ、所得や市町村民税の課税状況に応じて７段階に分かれています。保険料

額は、毎年７月中旬に送付する納入通知書でお知らせします。 

 



●介護保険料基準額〔平成２１年度～平成２３年度〕 

月 額 年 額 

３，８００円 ４５，６００円 

 

  ●第１号被保険者 

所得段階 対象者 調整率 

第１段階 
生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が

市町村民税非課税 

基準額×0.50 

第２段階 
世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額＋課税年

金収入額が８０万円以下 

基準額×0.50 

第３段階 世帯全員が市町村民税非課税で、第２段階以外 基準額×0.75 

第４段階 
市町村民税課税世帯で、本人は市町村民税非課税 ただ

し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下 

基準額×0.88 

第５段階 
市町村民税課税世帯で、本人は市町村民税非課税 ただ

し、合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円超  

基準額×1.00 

第６段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が２００万円未満 基準額×1.25 

第７段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が２００万円以上  基準額×1.50 

 

  ●第２号被保険者 

   保険料の額は、加入している医療保険によって保険料の計算の仕方や金

額は異なります。 

なお、健康保険に加入している方の被扶養者の保険料は、新たに納める

必要は原則としてありません。 

また、国民健康保険に加入している方は世帯主が世帯員の分の保険料も

負担します。 

 

 ◆保険料の納め方 

  ●第１号被保険者 

・年金額月額が１万５０００円以上の方…年金の定期支払の際に、保険

料が天引きされます。（特別徴収） 

・年金額月額が１万５０００円未満の方…町から送付される納付書で、

金融機関、郵便局でお支払いください。（普通徴収） 

なお、支払いは口座振替もご利用できます。 

※老齢福祉年金は特別徴収の対象になりません 

※年度途中で当麻町に転入された方や６５歳になった方は、いったん普

通徴収になります 

 



●第２号被保険者 

・国民健康保険に加入の場合は、医療保険分と介護保険分をあわせて、

国民健康保険税として納付します。 

・職場の医療保険に加入の場合は、医療保険料と合わせて納めます。 

 

 

■介護保険サービスの利用■…健康福祉課介護保険係 内線 145・146 

              地域包括支援センター 内線 147・148 

 

◆要介護認定申請 

  介護サービスを利用するには、要介護認定の申請を行い、要介護認定を受

けることが必要です。 

また、要介護認定には有効期間があります。既に認定を受けている方が 

引き続き介護サービスを利用するためには要介護認定の更新手続きを行って

ください。更新の申請は認定有効期間満了の６０日前から受け付けます。 
 

 [申請に必要なもの等] 

・被保険者証 

 ・かかりつけ医の氏名、病院名等 

 [申請先] 健康福祉課介護保険係 

 

◆要介護認定 

  要介護認定の申請をすると、日常生活の能力などについて訪問調査を行い、

かかりつけ医の意見書を添えて介護認定審査会に提出されます。 

  これらをもとに介護サービスを受けられる状態かどうか、どのくらいのサ

ービスが必要なのかその程度の審査、判定が行われ、判定に基づき要介護度

を認定します。 

   

 ◆介護サービス計画（ケアプラン）の作成 

認定を受け、居宅サービスを利用する場合には、要介護１～５の方は居宅

介護支援事業者に、要支援１・２の方は地域包括支援センターにケアプラン

の作成を依頼し、利用希望やからだの状態などにあった内容を盛り込んだケ

アプランに基づきサービスを利用することになります。 

また、要介護認定で非該当と判定された方や介護予防の視点から行われる

検診で生活機能が低下しているとされた方は、地域支援事業の通所型介護予

防サービス等を利用することができます。 

 

 



■介護サービス費の給付■…健康福祉課介護保険係 内線 145・146 

 

●居宅サービスと施設サービス 

居宅サービス 

居宅サービスには介護予防サービスも含みます。 

・訪問介護 

・訪問入浴介護 

・訪問看護 

・訪問リハビリテーション 

・居宅療養管理指導 

・通所介護 

・通所リハビリテーション 

・短期入所生活介護 

・短期入所療養介護 

・福祉用具貸与 

・特定施設入居者生活介護 

・特定福祉用具販売 

※北海道知事から指定を受けた販売店で対象の福祉用具を購入

した場合にのみ支給対象になります。 

・住宅改修費の支給 

※工事着工前に町に申請する必要があります。 

地域密着型サービス 

・認知症対応型通所介護（認知症対応デイサービス）※ 

・小規模多機能型居宅介護※ 

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム・要支援１の方は

利用できません。) ※ 

・地域密着型特定施設入居者生活介護（要支援１・２の方は利用

できません。） 

・夜間対応型訪問介護（要支援１・２の方は利用できません。） 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

※は介護予防サービスも含みます。 

施設サービス 

（要支援１・２の方は利用

できません。） 

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

・介護老人保健施設（老人保健施設） 

・介護療養型医療施設（療養病床など） 

 

 ◆高額介護サービス費の支給 

介護保険サービスに対して支払った１カ月の１割の自己負担分が下表の負

担上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。 

 



対象区分 個人の上限額 世帯の上限額 

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課

税、生活保護受給者等 
１５，０００円 １５，０００円 

世帯全員が市町村民税非課税の方で合計所得金額

と課税年金収入額の合計が年間８０万円以下の方等 
１５，０００円 ２４，６００円 

世帯全員が市町村民税非課税の方で合計所得金額

と課税年金収入額の合計が年間８０万円超の方等 
２４，６００円 ２４，６００円 

一般被保険者（低所得者等以外） ３７，２００円 ３７，２００円 

※同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、利用者全ての月々の１割負担を合計した額が上

限額を超えた場合は払い戻しの対象となります。 

※居住費、食費、日常生活費等は含まれません。 

※高額介護サービス費の申請は、原則初回のみで、以後指定された口座に振込します。 

[申請に必要なもの] 

 ・本人または家族名義の振込口座がわかるもの 

・本人または家族の印鑑 

 

◆高額医療・高額介護合算療養費の支給 

  同じ世帯の加入者（被保険者）の方全員が、１年間（８月１日から翌年７

月３１日まで）に支払われた医療保険（医療費）と介護保険（介護サービス

費）の自己負担額の合計が下表の基準額を超えたときは、その超えた金額を

申請することにより高額医療・高額介護合算療養費として、医療保険と介護 

保険の両方から支給されます。 

 

●世帯の年間での自己負担限度額（８月１日から翌年７月３１日） 

区 分 医療保険と介護保険の自己負担額合計の基準額 

現役並み所得者 ６７０，０００円（８９０，０００円） 

一般 ５６０，０００円（７５０，０００円） 

区分Ⅱ ３１０，０００円（４１０，０００円） 
市町村民税非課税世帯 

区分Ⅰ １９０，０００円（２５０，０００円） 

※平成２０年４月から平成２１年７月３１日までの１６カ月間の合計額で計算することも

できます。その場合の自己負担額の合計金額は、（ ）内の金額です。 

[申請に必要なもの] 

 ・医療保険被保険者証 

 ・介護保険被保険者証 

 ・本人または家族名義の振込口座がわかるもの 

・本人または家族の印鑑 

 



 ◆施設入所者等「居住費(滞在費)」「食費」の負担額軽減（特定入所者介護

サービス） 

介護保険施設に入所するときやショートステイ(短期入所生活介護・短期入

所療養介護)を利用するときには、「居住費(滞在費)」や「食費」を負担する

ことになりますが、所得の低い方の負担が重くならないよう負担限度額を設

定しています。 

負担限度額は、所得等の状況により設定された「利用者負担段階」によっ

て異なります。負担の軽減を受けるには、申請をして「介護保険負担限度額

認定証」の交付を受ける必要があります。 

●利用者負担段階別の対象者 

利用者負担段階 対象者 

第１段階 
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税、生活保護受

給者等 

第２段階 
世帯全員が市町村民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入

額の合計が年間８０万円以下の方等 

第３段階 
世帯全員が市町村民税非課税の方で合計所得金額と課税年金収入

額の合計が年間８０万円超の方等 

 

●利用者負担段階別の食費負担限度額(日額) 

利用者負担段階 食費 

第１段階 ３００円 

第２段階 ３９０円 

第３段階 ６５０円 

基準費用額 １，３８０円 

 

●利用者負担段階別の居住費(滞在費)負担限度額(日額) 

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 

利用者負担段階 居室の区分 
<短期入所生活介護> 

<介護療養型医療施設>

<短期入所療養介護> 

ユニット型個室 ８２０円 ８２０円

ユニット型準個室 ４９０円 ４９０円

従来型個室 ３２０円 ４９０円
第１段階 

多床型 ０円 ０円

ユニット型個室 ８２０円 ８２０円

ユニット型準個室 ４９０円 ４９０円

第２段階 

従来型個室 ４２０円 ４９０円



 多床型 ３２０円 ３２０円

ユニット型個室 １，６４０円 １，６４０円

ユニット型準個室 １，３１０円 １，３１０円

従来型個室 ８２０円 １，３１０円
第３段階 

多床型 ３２０円 ３２０円

ユニット型個室 １，９７０円 １，９７０円

ユニット型準個室 １，６４０円 １，６４０円

従来型個室 １，１５０円 １，６４０円
基準費用額 

多床型 ３２０円 ３２０円

 

 ◆利用者負担の軽減 

  社会福祉法人等が提供するサービスの利用者負担を収入の状況等により

軽減される場合があります。 

 利用者負担の軽減を受けるには、申請が必要となります。 

詳しくは、健康福祉課介護保険係にお問い合わせください。 

 

●社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置 

  対象サービス 軽減割合 申請に必要なもの

・訪問介護、介護予防訪問介護、通所介護、

介護予防通所介護、短期入所生活介護、

介護予防短期入所生活介護、指定介護

老人福祉施設サービス 

利用者負担の２５％ 

・食費、居住費（滞在費） 原則利用者負担の１／４

・収入、資産、扶養

の状況等が確認で

きる書類、預金通帳

等 

・印鑑 

 

■地域支援事業の介護予防サービス■…地域包括支援センター 内線 147  

 平成１８年に介護保険制度が大幅に改正され、地域支援事業による介護予防

サービスを実施しています。 

 介護予防サービスは、二次予防高齢者向けと一次予防高齢者向けがあります。

二次予防高齢者向けのサービスは、要支援及び要介護状態になるおそれがある

ため、介護予防を行う必要のある高齢者が利用できます。 

 また、一次予防高齢者向けのサービスは、６５歳以上の高齢者全員が利用で

きます。 

 

 ◆二次予防対象高齢者の判定からサービスの利用 

  基本チェックリストと必要に応じ医師の診察を行い、二次予防対象高齢者

と判定さてた方には、判定結果と対象となる二次予防高齢者向けサービスの

ご案内を個別にお送りします。 



  サービス利用までの調整や介護予防の目標や計画は、地域包括支援センタ

ーの職員が一緒に考えます。 

 

●介護予防サービス 

対象サービス サービス内容 対象者 自己負担 

通所型介

護予防 

介護予防デイ

サービス 

①運動機能の向上、栄養

改善、口腔機能の向上を

図るメニュー 

②生活指導、健康チェック

食事、入浴の提供 

③レクリェーション 

介護予防ケアマ

ネジメントにより

サービスを必要

する高齢者 

１回 １，２００

円（食事・入浴

含む。） 

利用者負担の

減免措置があ

ります。 

訪問型介

護予防 
訪問指導 

閉じこもり、認知症等によ

り介護予防教室に参加で

きない、または訪問が必要

な方に保 健 師等が 訪問

し、相談に応じます。 

介護予防ケアマ

ネジメントにより

サービスを必要

する高齢者 

無料 

転 倒 骨 折 予

防・筋力アップ

教室 

健康運動指導士、保健士

によりストレッチやバランス

運動などの筋力向上の運

動や体操等の教室を行い

ます。 

６５歳以上で要

介護認定を受け

ていない方 

無料 

運動機能向上

教室 

健康体操や筋力をつける

運動、健康の講話、体力

測定等を行います。 

６５歳以上で要

介護認定を受け

ていない方 

無料 

介護予防

教室 

認知症予防教

室 

認知症予防を目的に、教

材を用いた学習を行いま

す。 

６５歳以上で要

介護認定を受け

ていない方 

無料 

 




